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ゆり

平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的な見直しが行われ
ていますが、減価償却費の計算上必要となるのが耐用年数。この耐用年数は建物や器
具・備品等の固定資産だけでなく、ソフトウエアや特許権、商標権、営業権などの無形
固定資産のほか、牛馬や豚、果樹などの生物にも定められています。

耐 用 年 数

国　税／ 5月分源泉所得税の納付 6月11日

国　税／所得税の予定納税額の通知 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 7月2日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 7月2日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 7月2日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分） 市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険

賞与等支払届 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役場に提出）

7月2日

（水無月） June6月
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◆ 6月の税務と労務
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平
成
十
九
年
度
税
制
改
正
で
は
、
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
に
、
新
た
に
控
除
期
間

を
一
五
年
間
と
す
る
特
例
措
置
が
講
じ

ら
れ
る
と
と
も
に
、
住
宅
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
促
進
税
制
が
創
設
さ
れ
て
い

ま
す
。
以
下
、
要
点
を
説
明
し
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
控
除
額
の
特
例

の
創
設

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
所
得
税
額
を
限

度
と
す
る
た
め
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税

源
移
譲
に
伴
う
税
率
構
造
の
見
直
し
の

結
果
、
中
低
所
得
者
の
所
得
税
が
減
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

中
低
所
得
者
層
が
利
用
す
る
場
合
の
減

税
額
が
従
来
に
比
べ
て
減
少
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
住
宅
を
取
得
等
し
て
平

成
十
九
年
及
び
二
十
年
に
居
住
の
用
に

供
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
控
除
率
を
引

き
下
げ
た
上
で
、
控
除
期
間
を
一
五
年

に
延
長
す
る
特
例
が
創
設
さ
れ
て
い
ま

す
。従

来
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
と
の
選
択

適
用
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
特
例
に
よ

る
控
除
期
間
、
住
宅
借
入
金
等
の
年
末

残
高
の
限
度
額
及
び
控
除
率
は
、
図
表

１
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
ど
ち
ら
が
有
利
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
ど
ち
ら
が
現
在
の
所
得
税

の
状
況
に
適
合
し
て
い
る
か
で
判
断
す

る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
促
進
税

制
の
創
設

１

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に
係
る

所
得
税
額
控
除
制
度
の
創
設

満
五
〇
歳
以
上
な
ど
一
定
の
要
件
を

満
た
す
居
住
者
（
※
１
）
が
、
自
己
の

居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
に
つ
い
て
一

定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
（
※
２
）

を
含
む
増
改
築
工
事
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
工
事
費
用
に
充
て
る
た
め
に
借
り

住
宅
税
制
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト 

 

図表1　住宅ローン控除制度の比較（経済産業省資料） 
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＜平成20年居住分＞ 最高控除額　160万円 

ローン残高 1～10年目 0.6％ 

11～15年目 0.4％ ～2,000万円 
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入
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
、
一
千

万
円
を
限
度
と
し
て
そ
の
住
宅
ロ
ー
ン

残
高
の
一
定
割
合
を
五
年
間
に
わ
た
り

所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
制
度
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
増
改
築
等
に
係
る
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
と
の
選
択
適
用
と
さ
れ
、

控
除
期
間
、
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残

高
の
限
度
額
及
び
控
除
率
は
、
図
表
２

の
と
お
り
で
す
。

※
１
　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
居
住
者

ア
　
五
〇
歳
以
上
の
者

イ

介
護
保
険
法
の
要
介
護
・
要

支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

ウ
　
障
害
者
で
あ
る
者

エ

右
記
イ
も
し
く
は
ウ
に
該
当

す
る
者
ま
た
は
六
五
歳
以
上
の

者
の
い
ず
れ
か
と
同
居
し
て
い

る
者

※
２

一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
と
は
、
次
に
該
当
す
る
工
事
で
、

そ
の
工
事
費
用
（
補
助
金
等
を
も

っ
て
充
て
る
部
分
を
除
き
ま
す
）

の
合
計
額
が
三
〇
万
円
を
超
え
る

も
の
を
い
い
ま
す
。

ア
　
廊
下
の
拡
幅

イ
　
階
段
の
勾
配
の
緩
和

ウ
　
浴
室
改
良

エ
　
便
所
改
良

オ
　
手
す
り
の
設
置

カ
　
屋
内
の
段
差
の
解
消

キ
　
引
き
戸
へ
の
取
替
え
工
事

ク
　
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

な
お
、
適
用
対
象
と
な
る
住
宅
借
入

金
等
は
、
償
還
期
間
五
年
以
上
の
一
定

の
借
入
金
か
死
亡
時
一
括
償
還
に
係
る

借
入
金
に
限
ら
れ
ま
す
。

２

増
改
築
等
に
係
る
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
対
象
へ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
工
事
の
追
加

増
改
築
等
に
係
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

は
、
大
規
模
修
繕
等
に
該
当
し
な
い
場

合
に
は
対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
居
住
の

用
に
供
す
る
家
屋
か
ら
、
大
規
模
な
修

繕
や
模
様
替
え
に
至
ら
な
い
工
事
で
あ

っ
て
も
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

工
事
（
１
と
同
じ
）
を
行
っ
た
場
合
は
、

控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

３
　
固
定
資
産
税
の
減
額

改
修
工
事
が
完
了
し
た
翌
年
度
分
の

住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
額
が
三
分

の
一
減
額
さ
れ
ま
す
（
平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
三
年
間
の
措
置
）。

図表2　バリアフリー改修促進税制（税額控除） 

 

図表3　バリアフリー改修促進税額控除のイメージ 

居住の用に 
供する時期 

住宅借入金等の 
年末残高 控除期間 控除率 

平成19年4月1日 
から平成20年12月 
31日まで 

イ　一定のバリアフリー改修工 
　事に係る工事費用相当部分 
　（200万円を限度）…2％ 
ロ　イ以外の工事費用相当部 
　分…1％ 

1,000万円以下の 
部分 5年間 

対象工事①＋②の合計で1,000万円を限度 

〔控除額〕 
① （1000万円－200万円）×1%＝8万円 
② 200万円×2%＝4万円 

①増改築工事費用 

ローン残高 控除年 控除率 

②うちバリアフリー 
　改修工事費用 

最高控除額　60万円 

～1000万円 

～200万円 

1～5年目 

1～5年目 

1.0％ 

2.0％ 

1年目 
8万円 

4万円 

2年目 
8万円 

4万円 

3年目 
8万円 

4万円 

4年目 
8万円 

4万円 

5年目 
8万円 

4万円 

① 

② 
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私は平成17年12月にＡ社に土地

を売却し譲渡所得の申告・納税をし

ましたが、Ａ社が代金の支払をしな

いため、平成19年２月に債務不履行により契

約を解除しました。この場合、平成17年分の

申告・納税を取り消す手続きができるのでし

ょうか？

個人が過去の年分において課税所

得の対象とされた各種所得の金額の

基礎となった事実行為のうち、その

事実行為が取り消されたことにより生じた損

失は次のとおり取り扱われます。

１ 事業所得・事業的規模の不動産所得・山

林所得
過去の年分に遡及せず、損失の生じた日の

属する年分の必要経費とされます。

２　前記１以外の所得
過去の年分に遡及して訂正します。この場

合、各種所得金額の計算の基礎となった収入

金額等はなかったものとみなして所得計算を

行い、損失が生じた日の翌日から２ヶ月以内

に更正の請求をすることとなります。

したがって、ご質問の場合は上記２に該当

しますので譲渡所得の金額の基礎となった譲

渡代金はなかったものとして、契約解除した

日の翌日から２ヶ月以内に更正の請求をする

ことができます。

ちなみに、法人が当該事業年度前の各事業

年度において益金の額に算入した資産の譲渡

についての契約を解除した場合には、その解

除によって生じた損失は、その契約解除の日

の属する事業年度の所得の金額の計算上、損

金の額に算入され、更正の請求をすることは

できません。

不動産売買契約解除に伴う更
正の請求

父
の
死
亡
に
よ
り
、
貸
ア
パ

ー
ト
を
母
、
兄
と
私
の
三
人
で

共
同
相
続
し
ま
し
た
が
、
遺
産
分
割
協

議
中
で
す
。
こ
の
不
動
産
か
ら
生
ず
る
所

得
は
母
の
名
義
の
預
金
口
座
で
管
理
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
所
得
全
額
を
母
の

所
得
と
し
て
申
告
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

共
同
相
続
財
産
が
未
分
割
で

あ
る
場
合
の
そ
の
相
続
財
産

は
、
各
共
同
相
続
人
に
属
す
る
も
の
と

解
さ
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
の
相

続
財
産
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
各
共
同

相
続
人
に
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
帰
属

し
、
各
共
同
相
続
人
は
法
定
相
続
分
に

応
じ
て
申
告
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

た
と
え
、
特
定
の
者
が
そ
の
所
得
を

管
理
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
特
定
の
者
だ
け
に
そ
の
所
得
が
帰
属

す
る
も
の
と
し
て
、
全
額
を
そ
の
人
の

所
得
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

当社は貸ビルの建替えに際して、
完成までの間、仮店舗を建て賃借人

に無償で貸与しようと思いますが、税務上何
か問題はありますか？また、この仮店舗の償
却費や新ビル完成後の仮店舗除却損、取壊費
用等は、新ビルの取得価額に含めることとな
るでしょうか？

仮店舗の無償貸与を移転費用に代
わるものとした場合は、その収入す

べき賃貸料相当額と、支払うべき移転費用は
相殺関係にあるものと解され、法人税の課税
関係は生じません。
また、仮店舗の償却費、除却損、取壊費用

等は新ビル建設のために直接必要なものとは
認められず、本来の業務遂行上生じた費用と
考えられますので、新ビルの取得価額に含め
る必要はありません。

貸ビル建替期間中の仮店舗の
無償貸与

Q

A

問答

未
分
割
財
産
か
ら

生
ず
る
所
得

税金 

メモ 
一口 


